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三田市条例第  号 

 

   三田市市税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 三田市市税条例（昭和３２年三田町条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

  第２４条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

  第３４条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡

婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

  第３６条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２

第４項」に改める。 

  第５４条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第

４項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これを」

を削り、「課する」を「課することができる」に改め、同項に後段として次のよう

に加える。 

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、そ

の旨を当該使用者に通知しなければならない。 

  第５４条第７項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改め、

同項を同条第８項とし、同条第６項中「によつて」を「により」に、「第４９条の

２」を「第４９条の３」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同項を

同条第７項とし、同条第５項中「によつて」を「により」に、「においては」を「に

は」に、「登録されている」を「登録がされている」に、「みなす」を「みなすこ

とができる」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加え

る。 

５  法第３４３条第５項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在

が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者と

みなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することがで

きる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、

その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

  第７４条の２の次に次の１条を加える。 

  （現所有者の申告）  



 第７４条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下こ

の条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知つた日の翌日から３

月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

  (1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との

関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつ

ては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

    (2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補

充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当

該個人の住所及び氏名 

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

  第７５条第１項中｢又は｣を「若しくは」に、「によつて」を「により、又は現所

有者が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

第８１条の２の見出し中「軽自動車税の」の次に「種別割の」を加え、同条中

「軽自動車税」の次に「の種別割」を加える。 

第８１条の８に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項に

ついては、規則で定める。 

  第９０条第１項第１号を次のように改める。 

  (1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定による身

体障害者手帳の交付を受けている者、戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律

第１６８号）第４条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者、厚生

労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者又は精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の

規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（以下「身体障害

者等」という。）が所有する軽自動車等（身体障害者等と生計を一にする者が

所有する軽自動車等を含む。）で、当該身体障害者等、当該身体障害者等のた

めにこれらの者と生計を一にする者又は当該身体障害者等（身体障害者等の

みで構成されている世帯の者に限る。）のために当該身体障害者等を常時介護

する者が運転するもののうち，市長が必要と認めるもの（１台に限る。） 

  第９４条第２項に次のただし書を加える。 



   ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定に

ついては、当該葉巻たばこの１本をもつて紙巻たばこの０．７本に換算するも

のとする。 

  第９４条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定す

る葉巻たばこを除く。）」を加える。 

  付則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基

準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平

均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を「この項

において同じ」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」

を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延

滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基準割合適用年中」を「各年

の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセン

トの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「そ

の年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改める。 

  付則第４条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

  付則第８条第１項中「平成３３年度」を「令和６年度」に改める。 

  付則第１０条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６

１条又は第６２条」を、「又は法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に

「、第６１条若しくは第６２条」を加える。 

  付則第１０条の２第１８項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改め、同

項を同条第１９項とし、同条第１０項から第１７項までを１項ずつ繰り下げ、同

条第９項の次に次の１項を加える。 

 １０ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定する

市の条例で定める割合は４分の３とする。 

  付則第１５条の３中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改め

る。 

  付則第１７条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」

を加える。 

  付則第１７条の２第１項各号列記以外の部分及び第２項中「平成３２年度」を

「令和５年度」に改め、同条第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改

める。 



  付則に次の１条を加える。 

  （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

 第２５条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染

症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における付則第７条の３の２

第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令和１

６年度」とする。 

第２条 三田市市税条例の一部を次のように改正する。 

第１９条各号列記以外の部分中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告

書に」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」

を「には」に改め、同条第４号中「によつて」を「により」に改め、同条第５号

中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２

１条の８第２２項及び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に

改める。 

第２０条中「及び第４項」を削る。 

第２３条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第３１条第２

項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第３１条第２項の表第１

号」を「同号」に、「第４８条第１０項から第１２項まで」を「第４８条第９項か

ら第１６項まで」に改める。 

第３１条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２

条第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始

の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又

は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１項、

第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、第

１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及び第

３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２項後段」

に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第

４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２１条の８

第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中「第６６条の９

の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項」を「第６

６条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条



の８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を「第３２１

条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２

１条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、「、第４項又は

第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に改め、

同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２２項」

を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」

に改め、同条第７項各号列記以外の部分中「第３２１条の８第２２項」を「第３

２１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、

同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、

同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条

の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２項」に、「第１２項」を「第

１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を同条第１０項とし、同

条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条

第１３項中「第１０項」を「第９項」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の

５第２項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同条第１３項とし、

同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、

同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「第１３項前段」を「第１２項前段」

に、「第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６１項」に、「第１０項」

を「第９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」

を「第１２項後段」に、「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若

しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。）」

を「第７５条の５第３項若しくは第６項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、

同項を同条第１６項とする。 

第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２

３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、

同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同条第２

項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該

連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２

号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連

結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法

人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号において同じ。）」を削り、



同条第４項各号列記以外の部分中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」

に改める。 

第５２条第４項から第６項までを削る。 

第９４条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」を

「１本」に改める。 

付則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

付則第１０条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「第

６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中三田市市税条例第９４条第２項にただし書を加える改正規定及び同

条第４項の改正規定並びに付則第６条の規定 令和２年１０月１日 

(2) 第１条中三田市市税条例第２４条第１項第２号、第３４条の２及び第３６条

の２第１項ただし書の改正規定並びに同条例付則第３条の２及び第４条第１項

の改正規定並びに同条例付則第１０条の２第１８項の改正規定（「附則第６２

条」を「附則第６４条」に改める部分に限る。）並びに同条例付則に１条を加え

る改正規定並びに第２条中同条例付則第１０条の改正規定並びに次条並びに付

則第３条の規定 令和３年１月１日 

(3) 第２条中三田市市税条例第９４条第２項ただし書の改正規定及び付則第７条

の規定  令和３年１０月１日 

(4) 第２条（前２号に掲げる改正規定を除く。）及び付則第４条の規定 令和４年

４月１日 

(5) 第１条中三田市市税条例付則第１７条第１項及び第１７条の２第３項の改正

規定 土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第１２号）附則第１

項第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日 

 （延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の三田市市税条例（以下「新条例」という。）付

則第３条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応す

る延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前



の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第３４条の２及び第

３６条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適

用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第

１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、

「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和

２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（以下「旧法」という。）

第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に

該当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する寡夫である

第２３条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。 

第４条 付則第１条第４号に掲げる規定による新条例の規定中法人の市民税に関す

る部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び次項において「４号施

行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令

和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に

限る。）による改正前の法人税法（以下この項及び次項において「４年旧法人税法」

という。）第２条第１２号の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」

という。）の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する

連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。）が４号施行日前に開始した事業

年度を除く。）分の法人の市民税について適用する。 

２  ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施

行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始し

た連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度を

いう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行

日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、なお従前の

例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。 



２ 新条例第５４条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第５４条第５項並びに新条例付則第１０条の２第１０項及び第１９項の

規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例第７４条の３の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者である

ことを知った者について適用する。 

５ 令和２年４月１日からこの条例の公布の日が属する月の末日までの間に新たに

取得された地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規

定による改正前の地方税法附則第１５条第３３項第１号ハに規定する特定再生可

能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 付則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであ

つた葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 付則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであ

つた葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 


